
 

３消安第４８４６号－１ 
令和３年12月12日 

 

 

 公益社団法人 日本獣医師会会長 殿 

 

 

農林水産省消費・安全局動物衛生課長  

 

 

異常家きんを発見した場合の早期通報及び都道府県から動物衛生
課への早期報告の徹底について 

 
 

日頃より、我が国の家畜衛生の推進に御理解、御協力頂き、厚く御礼申し上
げます。 

このことについて、別添のとおり都道府県畜産主務部長宛て通知いたしまし
たので、御了知の上、貴職におかれましては、特に記の１について、会員各位
に周知いただきますよう御協力をお願いします。 
 



（別添） 
写 

３消安第４８４６号  
令和３年 12 月 12 日  

 
都道府県畜産主務部長 殿 

 
 農林水産省消費・安全局動物衛生課長  

 
 

異常家きんを発見した場合の早期通報及び都道府県から動物衛生課への
早期報告の徹底について 

 
 

高病原性鳥インフルエンザ（以下「本病」という。）の防疫対策については、累次

の通知により、農場からの早期発見・早期通報の徹底の指導をお願いするとともに、

「異常家きんを発見した旨の届出を受けた場合の動物衛生課への報告について」（令

和３年 11 月 16 日付け３消安第 4396 号農林水産省消費・安全局動物衛生課長通知）

（別添参照）により、都道府県が農場から通報を受けた場合の動物衛生課への早期報

告の徹底をお願いしているところです。 

このような中、今シーズンのこれまでの本病発生事例の中で、家きんの所有者、獣

医師等から家畜保健衛生所への届出が速やかに行われなかった事例や、家畜保健衛生

所が行った簡易検査の結果が陽性となった段階で動物衛生課へ初めて報告される事

例が引き続き確認されています。 

このような事態は、特に防疫計画どおりに準備等が進まない場合には調整に多大な

時間を要するなど、迅速な初動防疫に支障を来しかねないことから、下記について、

改めて周知徹底いただき、初動防疫の確実な実施を確保いただきますようお願いいた

します。 

 

記 

 

１ 家きん所有者等への周知徹底 

家きんの所有者等は家畜伝染病予防法第 13 条の２の規定に基づき、同一の家き

ん舎内において、１日の家きんの死亡率が対象期間における平均の家きんの死亡率

の２倍以上となること（以下「特定症状」という。）を確認した場合、遅滞なく家

畜保健衛生所に届け出ることが義務付けられています。家畜保健衛生所への通報が

遅滞することにより、本病の周辺農場へのまん延防止に支障を来たすとともに、遅

滞によって患畜等への手当金及び特別手当金の減額措置が講じられる場合もある

ことから、引き続き、家きんの所有者等に対し、以下の点について周知徹底をお願



 

いいたします。 

（１）日々の健康観察を行い、特定症状や、産卵率の低下、元気消失といった異状

が見られた場合に家畜保健衛生所に早期通報を行うこと。 

（２）特に、防疫関係者の人員確保や防疫資材の確保に時間を要することが見込ま

れる年末年始については、日々の飼養管理において、例えば午前中に家きんの

健康観察を行い、異状が認められた場合には速やかに届け出るようにするなど

早期発見に努めること。 

 

２ 都道府県から動物衛生課への遅滞のない報告の再徹底 

本病の疑似患畜確定時に向けた速やかな準備を講じ、確定時には防疫措置を迅速

かつ円滑に開始するため、都道府県が家きんの所有者等から異常家きんの届出を受

けた場合には、家畜防疫員の農場への立入りの前に遅滞なく当課に報告いただきま

すよう再度徹底をお願いいたします。 

 

以上 



 

（写） 

３消安第 4 3 9 6 号  
令和３年 11 月 16 日 

 
 
 都道府県畜産主務部長 殿 
 
 

 農林水産省消費・安全局動物衛生課長  
 
 

異常家きんを発見した旨の届出を受けた場合の動物衛生課への
報告について 

 
 

高病原性鳥インフルエンザ（以下「本病」という。）の防疫対策について

は、「鹿児島県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜確認（今シー

ズン鹿児島県内２例目、国内３例目）に伴う監視体制強化の徹底について」

（令和３年 11 月 15日付け３消安第 4364号農林水産省消費・安全局動物衛生

課長通知）等により、早期発見・早期通報の徹底の指導をお願いしていると

ころです。 

このような中、今シーズンのこれまでの本病発生事例の中で、家畜保健衛

生所が行った簡易検査の結果が陽性となった段階で当課に報告された事例が

複数ありました。本病の通報については、高病原性鳥インフルエンザ及び低

病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針（令和２年７月１

日農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。）の第４の１の「家きんの

所有者等から届出を受けたときの対応」において、都道府県は家きんの所有

者、獣医師等から異常家きんを発見した旨の届出を受けた場合には、当課に

報告するとともに、直ちに家畜防疫員を現地の農場に派遣することと規定さ

れています。 

家畜防疫員の農場への立入りの前に、直ちに当課に一報することは、本病

の疑似患畜判定時に向けた速やかな準備を講じ、疑似患畜と確定した時点で

迅速かつ円滑に防疫措置を開始するために極めて重要です。都道府県におか

れましては、引き続き、家きん飼養者に対し早期発見・早期通報の指導を徹

底いただくとともに、防疫指針に基づく都道府県から当課への報告を遅滞な

く確実に行うよう徹底いただくようお願いいたします。 

 

 

 

 




